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動画におけるGracoブランドおよび商標の使用について 
 

グラコは、代理店が動画プラットフォームアカウント（YouTubeなど）上でグラコの商標を使用することを許可していません。代理店の動画プラットフォームア

カウントは、そのアカウントが代理店ではなくグラコによって管理されているという誤った印象を視聴者に与えてはなりません。 

代理店は、クレジットを提供し動画の内容を変更しない限り、グラコの動画を共有することができます。代理店は、グラコ製品を用いて独自の動画を作成す

ることができますが、手順に従って、この動画をグラコが認可した動画と区別しなければなりません。さらに、動画に使用するグラコ製品は全て、グラコの純正

製品でなければなりません。代理店は、あらゆる動画プラットフォームのネーミングに関して、前項の「ウェブサイトのドメイン名とソーシャルメディアについて」に

概説されているルールを遵守することが法的に義務付けられています。 

本ガイドライン順守のお願い 
 

一貫性のあるブランディング確⽴のため、正規代理店のみなさまに本ガイドラインを遵守した「Graco」ブランドおよび商標の使用をお願いいたします。御社

において運営されるソーシャルメディアアカウントおよびウェブサイト内の「Graco」が本ガイドラインに沿ったものであることをご確認いただき、不適切な使用が

認められる場合には、2019年2⽉末を目処にその修正をお願いいたします。（例：自社ウェブサイトURLのドメインに「Graco」名を含めていた→ドメイン

名を変更する） 

Gracoブランドの侵害が認められるURLドメイン名については、運営する代理店に対し、Pointer Brand Protection & Research社より、ドメインの移

管をお願いする連絡をいたします。不適切なGracoブランドの使用をしているソーシャルメディアアカウントについては、ソーシャルメディアプラットフォームを通じ

て連絡いたします。Pointer Brand Protection & Research社は、Graco Inc.がインターネット上のブランディング商標不正使用をパトロールするた

めに業務委託を⾏っている⽶国の監視業者です。 

また、御社の販売チャネルにおいて、Graco製品を取り扱うウェブサイト、ソーシャルメディアアカウントを運営される会社がございましたら、本ガイドラインのご

周知をお願いいたします。 

 

本件に関しご質問がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。皆様のご理解とご協⼒をよろしくお願い申し上げます。 

 

お問い合わせ窓口（岡田）： 
TEL: 045-593-7300 /   Email: MarketingJapan@graco.com 
Graco アジア太平洋地域 チャネルマーケティング部門：TEL:+86-21-64950088 / Email: AsiaPacificMarketing@graco.com 
 
Graco アジア太平洋地域 チャネルマーケティング部門 
Graco K.K.  


